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新型コロナウイルス感染症対策の取り組みと検証について

１ 経緯

（１）新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は令和元年１２月に中国で初めて確認され、

その後急速に拡大、令和２年１月には世界保健機関（ＷＨＯ）が「国際的に懸念

される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」と宣言、３月には世界的な大流行

（パンデミック）の状態にあると表明された。

我が国においては令和２年１月に初めて陽性者が確認され、都内でも２例目

が１月下旬に発生、その後急速に拡大し、４月には都に対し第１回目の緊急事態

宣言が発出された。その後、令和３年６月までに、３回の緊急事態宣言が発出さ

れている。

【東京都に対する緊急事態宣言の発令状況】

第１回： 令和２年４月 ７日から５月２５日

第２回： 令和３年１月 ８日から３月２１日

第３回： 令和３年４月２５日から６月２０日

都モニタリング会議では、過去の東京都内の流行状況を表現するために、

「新規陽性者数の７日間平均がピークとなった流行状況」を波として捉え、便

宜上、それぞれ下記の時期に生じたと定義している。

第１波： 令和２年４月

第２波： 令和２年８月

第３波： 令和３年１月

また、令和２年１２月より、英国、南アフリカ、ブラジル等から変異株が報告

されるようになり、国内でも渡航歴のない変異株陽性者が確認されるようにな

った。現在陽性者の７割程度が変異株によるものとなっている。更に、より感染

力が高いとされる変異株がインドを中心に確認されており、我が国においても

水際対策が強化されている。

２ 対応状況

（１）国の対応

法的位置づけ：

国は令和２年本感染症の名称を「新型コロナウイルス感染症」と定め、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）上の指定感染症

とし、措置については二類相当とした。令和３年２月には感染症法の一部改正が

行われ、「新型インフルエンザ等感染症」へ位置付けた。また、宿泊療養・自宅

療養についても法的位置づけを明確化した。



検査体制：

我が国においては発生早期より国立感染症研究所においてポリメラーゼ連鎖

反応（ＰＣＲ）による確定診断検査法が確立され、全国の地方衛生検査研究所で

の検査体制が整備された。令和２年３月からは保険診療による行政検査が認め

られ、民間検査機関での検査も可能となった。また、５月以降、唾液を用いたＰ

ＣＲ検査や、抗原定性検査（迅速検査キット）の承認などが行われた。

ワクチン：

令和３年２月には新型コロナウイルスワクチンが承認され、医療従事者等へ

の先行接種が実施された。これに引き続き、区市町村において高齢者への住民接

種が開始されている。

（２）都の対応

発生動向のモニタリング：

都内の新規陽性者や検査の集計について、都はホームページ特設サイトによ

る公表を随時行い、毎日プレス対応も行っている。また、経時的な発生状況の評

価として毎週モニタリング会議を開催、東京ｉＣＤＣの設置により、各分野の専

門家による分析を行っている。

医療提供・療養体制：

医療機関等への個人防護具配布、重点医療機関の整備、検査・診療医療機関の

指定などによる医療体制の整備、宿泊療養施設の確保、自宅療養に係るガイドラ

イン・マニュアル等の整備を行ってきた。検査については検査体制整備計画を策

定すると共に、集中的検査として高齢者施設等への定期的スクリーニング検査

の支援も実施している。

相談体制・保健所支援：

実地疫学調査支援チームや感染症対策支援チームの派遣、新型コロナ自宅療

養者フォローアップセンターの設置（在宅医療支援含む）、発熱相談センターの

設置、新型コロナ患者夜間入院調整窓口の設置等が行われている。

（３）区の対応

区がこれまでに行ってきた全庁的な対応については、厚生委員会でも報告し

ている（令和３年３月１２日報告「新型コロナウイルス感染症に係る医療・生

活・経済支援対策事業の取組状況について」）。

保健所については人員体制を強化し、感染症法に基づく積極的疫学調査、入院

勧告・就業制限、陽性者の移送等の対応を行っている。また、濃厚接触者等への

検査については区医師会の協力を得てＰＣＲ検査センターを設置している。

３ 今後の対応

重症化リスクの高い高齢者等への予防接種を７月末までに完了予定である。

また、通常株より幅広い年齢層に感染力が高いとされている変異株に対応する

ため、接種対象となる区民への住民接種を着実に行っていく必要がある。
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